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□
告
示
日　
　

月　

日�

１１

２１

□
投
票
日　
　

月　

日�

１１

２８

□
投
票
時
間　

午
前
７
時
か
ら
午
後
８
時
ま
で

（
一
部
の
投
票
所
は
午
後
７
時
ま
で
）

□
投
票
場
所　

投
票
場
所
は
原
則
と
し
て
従
来
と

同
じ
場
所
で
す
が
、「
入
場
券
」
を
ご
確
認
の
上
、

投
票
所
へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

　

本
選
挙
は
、
合
併
に
よ
る「
設
置
選
挙
」と
し
て
、

恵
那
市
長
選
挙
と
恵
那
市
議
会
議
員
選
挙
を
同
日

の
う
ち
に
行
う
選
挙
で
す
。

　

市
長
選
に
つ
い
て
は
、
恵
那
市
全
域
で
１
選
挙

区
。
市
議
会
議
員
選
挙
は
、
旧
市
町
村
ご
と
の
６

選
挙
区
に
よ
る
選
挙
と
な
り
ま
す
。
選
挙
の
名
称

や
各
選
挙
区
の
定
数
な
ど
は
、
表
①
の
通
り
で
す
。

□
投
票
で
き
る
方

　

恵
那
市
の
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
方

※
た
だ
し
、
投
票
の
前
日
ま
で
に
恵
那
市
外
に
転

出
さ
れ
た
方
は
投
票
で
き
ま
せ
ん
。

◆
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
方

①
昭
和　

年　

月　

日
ま
で
に
生
ま
れ
た
方

５９

１１

２９

②
平
成　

年
８
月　

日
ま
で
に
恵
那
市
（
旧
恵
那

１６

２０

市
、
旧
岩
村
町
、
旧
山
岡
町
、
旧
明
智
町
、
旧
串

原
村
、
旧
上
矢
作
町
）
に
転
入
届
を
さ
れ
、
引
き

続
き
居
住
し
て
い
る
方

※
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
方
で
あ
れ

ば
、
投
票
所
入
場
券
を
紛
失
し
た
り
、
届
か
な

か
っ
た
り
し
た
場
合
で
も
投
票
が
で
き
ま
す
の

で
、
所
定
の
投
票
所
へ
お
出
掛
け
い
た
だ
き
、
受

付
に
そ
の
旨
を
申
し
出
く
だ
さ
い
。

□
市
内
転
居
さ
れ
た
方

　

平
成　

年　

月
５
日
以
降
に
恵
那
市
（
旧
恵
那

１６

１１

市
、
旧
岩
村
町
、
旧
山
岡
町
、
旧
明
智
町
、
旧
串

原
村
、
旧
上
矢
作
町
）
管
内
で
転
居
さ
れ
た
方
は
、

転
居
前
の
住
所
地
で
投
票
し
て
く
だ
さ
い
。

□
テ
レ
ホ
ン
サ
ー
ビ
ス

　
　

月　

日�
午
前
９
時
か
ら
投
票
・
開
票
の
状

１１

２８

況
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。�
２
５
―
０
２
１
５

□
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

　

恵
那
市
に
お
け
る
最
近
の
投
票
率
な
ど
は
、
市

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
覧
に
な
れ
ま
す
。

http://w
w
w
.enat.org/̃senkan/

        
 
 
                  

市長選挙 ･ 市議会議 員選挙は１１月２８日�
　

新
市
の
「
恵
那
市
長
選
挙
」「
恵
那
市
議
会
議
員
選
挙
」
が　

月　

日�
に
行
わ
れ
ま
す
。

１１

２８

　

こ
の
選
挙
は
、
私
た
ち
の
毎
日
に
密
接
に
結
び
つ
く
大
切
な
選
挙
で
す
。

　

大
切
な
権
利
を
放
棄
し
な
い
で
、
投
票
に
出
掛
け
ま
し
ょ
う
。
ま
た
お
互
い
自
覚
を
持
っ
て

「
明
る
く
き
れ
い
な
選
挙
」
を
し
ま
し
ょ
う
。

□
問
い
合
わ
せ　

市
選
挙
管
理
委
員
会�
２
６
―
２
１
１
１
（
内
線
２
５
３
・
２
２
５
）

□各選挙の選挙区と定数（表①）

選挙権選挙が行われる区域定数選挙の名称

恵那市に選挙権のある方恵那市全域で１選挙区（有権者数４６,０７７人）１恵那市長選挙

旧恵那市に選挙権のある方旧恵那市（有権者数２８,６００人）１８恵那選挙区
恵
那
市
議
会
議
員
選
挙

旧岩村町に選挙権のある方旧岩村町（有権者数４,４７４人）３岩村選挙区

旧山岡町に選挙権のある方旧山岡町（有権者数４,３５１人）３山岡選挙区

旧明智町に選挙権のある方旧明智町（有権者数５,５５４人）３明智選挙区

旧串原村に選挙権のある方旧串原村（有権者数８４１人）１串原選挙区

旧上矢作町に選挙権のある方旧上矢作町（有権者数２,２５７人）２上矢作選挙区

※有権者数は、平成１６年９月２日現在

　

恵
那
市
長
選
挙

　

恵
那
市
議
会
議
員
選
挙

　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
日
選
挙
）

 
市
政
に
あ
な
た
の
一
票
を

11　2004.11.1

市長選挙 ･ 市議会議 員選挙は１１月２８日�
　

選
挙
制
度
が
改
正
さ
れ
、
不
在
者
投
票
の
投
票

方
法
が
変
わ
り
、
よ
り
簡
単
な
期
日
前
投
票
と
い

う
制
度
が
で
き
ま
し
た
。

　

投
票
日
に
仕
事
や
外
出
な
ど
の
理
由
で
投
票
に

行
け
な
い
場
合
は
、
期
日
前
投
票
で
投
票
が
行
え

ま
す
。

　

こ
の
制
度
は
、
従
来
の
不
在
者
投
票
の
よ
う
に

投
票
用
紙
を
二
重
の
封
筒
に
入
れ
て
署
名
し
て
い

た
だ
く
と
い
っ
た
手
続
き
が
不
要
と
な
り
、
投
票

日
当
日
と
同
じ
よ
う
に
投
票
用
紙
を
直
接
、
投
票

箱
に
投
票
で
き
ま
す
。
た
だ
し
宣
誓
書
の
記
入
は

こ
れ
ま
で
と
同
じ
よ
う
に
行
っ
て
い
た
だ
き
ま

す
。

　

な
お
、
選
挙
日
に
は
二
十
歳
を
迎
え
る
が
、
選

挙
日
前
に
お
い
て
十
九
歳
で
あ
る
人
、
ま
た
は
病

院
・
老
人
ホ
ー
ム
な
ど
に
入
院
・
入
所
さ
れ
て
い

る
方
は
、
今
ま
で
ど
お
り
の
不
在
者
投
票
と
な
り

ま
す
。

　

各
期
日
前
投
票
所
は
、
表
②
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

身
体
に
重
度
の
障
害
が
あ
る
た
め
投
票
所
へ
出

掛
け
る
こ
と
が
困
難
な
方
に
は
、
在
宅
の
ま
ま
郵

便
に
よ
り
投
票
が
で
き
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。
制

度
改
正
に
よ
り
次
の
方
が
新
た
に
郵
便
投
票
の
対

象
に
加
え
ら
れ
ま
し
た
。

▽
介
護
保
険
証
の
要
介
護
状
態
区
分
が
「
要
介
護

度
５
」
で
あ
る
方

▽
身
体
障
害
者
手
帳
の
障
害
の
程
度
で
「
免
疫
の

障
害
の
程
度
が
１
級
か
ら
３
級
」
の
方

　

こ
の
郵
便
に
よ
る
投
票
を
行
う
に
は
、
あ
ら
か

じ
め
選
挙
管
理
委
員
会
へ
申
請
を
し
て
「
郵
便
等

投
票
証
明
書
」
の
交
付
を
受
け
て
お
く
必
要
が
あ

り
ま
す
。　

　

郵
便
投
票
全
体
の
対
象
者
に
つ
い
て
は
、
表
③

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

新
市
の
農
業
委
員
会
委
員
の
選
挙
を
、
次
の
通

り
行
い
ま
す
。

□
告
示
日
（
立
候
補
受
付
）　
　

月
7
日�

１１

□
投
票
日　
　

月　

日�

１１

１４

□
投
票
時
間　

午
前
７
時
か
ら
午
後
８
時
（
一
部

の
選
挙
区
は
午
後
７
時
ま
で
）

□
選
挙
区
と
選
挙
に
よ
る
委
員
定
数

▽
第
１
選
挙
区
（
大
井
町
・
長
島
町
・
東
野
）
＝

７
人　

▽
第
２
選
挙
区
（
三
郷
町
・
武
並
町
）
＝

４
人　

▽
第
３
選
挙
区
（
笠
置
町
・
中
野
方
町
・

飯
地
町
）
＝
４
人　

▽
第
４
選
挙
区
（
岩
村
町
・

上
矢
作
町
）
＝
６
人　

▽
第
５
選
挙
区
（
山
岡
町
・

明
智
町
・
串
原
）
＝
９
人　

合
計　

人
３０

　

期
日
前
投
票
で
手
続
き
が
簡
素
化

　

郵
便
投
票
対
象
者
の
拡
大

　

農
業
委
員
会
の
委
員
の
選
挙

□期日前投票所（表②）
投票できる期間対象区域投票所

 ２２日�～２７日�
投票時間
　午前８時半～
　　　午後８時

旧恵那市全域市役所会議棟
岩村町全域岩村振興事所
山岡町全域山岡振興事務所
明智町全域明智振興事務所
串原全域串原振興事務所
上矢作町全域上矢作振興事務所

 ２２日�～２６日�
投票時間
　午前８時半～
　　　午後５時

東野全域東野振興事務所
三郷町全域三郷振興事務所
武並町全域、長島町
（久須見四谷地区）武並振興事務所

笠置町全域笠置振興事務所
中野方町全域中野方振興事務所
飯地町全域飯地振興事務所

□郵便投票の対象者（表③）
その他等級など障害名など手帳の種類

自
署
が
で
き
る
こ
と

１級・２級肢体不自由（両下肢・体幹・移動機能）身体障害者手帳

１級・３級
内部疾患（心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・
直腸・小腸）

１級～３級免疫機能障害
特別項症～第２項症肢体不自由（両下肢・体幹）戦傷病者手帳

特別項症～第３項症
内部疾患（心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・
直腸・小腸）

要介護状態区分が要介護５介護保険被保険者証
※上記の身体障害者手帳および戦傷病者手帳には、岐阜県知事により同程度の障害として証明さ
れた書面を含みます。複数の障害のため併せて上位級に認定されている方は、単一の障害で該当
することが必要です。


